
介護保険高額介護（介護予防）サービス費変更決定通知 

 

     被保険者氏名    様    被保険者番号             
 

 今回、高額介護（介護予防）サービス費を返納していただくことになった理由の詳細を下記に

記載しておりますので、ご確認ください。 

 なお、各月毎に変動の理由が異なる場合がありますが、ここでは、原因となる理由が最も多い

ものを記載しています。 

 各月ごとの変動の詳細は下記の表をご確認ください。 
 

＜返納理由詳細＞ 

 以下の（３）による理由のため、 

下表の通り、高額介護（介護予防）サービス費返納額が発生しています。 

（１）生活保護もしくは老齢福祉年金の受給状況が、高額介護サービス費の支給後に遡って変更とな

り、負担上限額があがったため。 

（２）市民税（世帯全員の市民税課税状況もしくは利用者の課税年金収入額と合計所得金額、現役並み

所得者においては利用者および同一世帯内の６５歳以上の方の課税所得と収入）の情報が高額介

護（介護予防）サービス費の支給後に遡って変更（税額の確定または、申告などによる更正）と

なり、負担上限額があがったため。 

（３）サービスを利用した事業所における請求状況の変動により、サービス利用時にお支払いになっ

た利用者負担額が減額となったため。 
 

＜返納額内訳＞ 
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返還対象金額合計  

  愛媛県松山市長 

平成  年  月  日 


